
対話する中小企業庁



1

セーフティネット保証４号の全国指定
危機関連保証の発動

第１弾・第２弾

第３弾

第４弾

事業規模１.５兆円超

事業規模６０兆円超 予算額１０兆円超

事業規模３５兆円超 予算額３.７兆円超

 ５１自治体での民間無利子・無担保融資の開始

民間無利子融資の上限額拡充（３０００万円⇒４０００万円）



2

コロナ前
（Ｈ３１．４）

ＳＮ４号・危機関連
発動後
（Ｒ２．３）

民間無利子
開始後
（Ｒ２．５）

4.3万件
5千億円

10.1万件
1兆7千億円

23.4万件
4兆5千億円

５月以降

１万件超／日
ペースで増加
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市区町村

保証協会

②書面や与信情報の
準備・確認

①融資相談・申込

③認定の代理申請

④保証審査の申込み

⑤契約・融資

金融機関事業者

ワンストップ手続き

ワンストップ手続きにより、３密の防止、審査の迅速化を目指している
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自治体からの声

中小企業庁における対応

• 認定申請の簡素化・柔軟化

• 認定手続きのデジタル化

－申請者の押印が阻害要因に

• 申請者の押印を不要にできる旨、Q&Aに明記

• 非対面による申請受付を推奨



5
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前例なき金融支援から見えてくるもの

• 全国規模の危機×地域の創意工夫のジレンマ

• 危機時に求められた迅速・非対面での手続き

• 資金繰りが逼迫した事業者に優先的に届く仕組みが必要

• コロナを契機に地域金融を取り巻く環境は確実に変化

• 現場の皆様の生の声が必要

• 対話しながら、明日の地域金融を作っていきましょう！


